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１．設置の趣旨
○首都直下地震が発災した際には、約650万人の帰宅困難者が発生すると想定。外出先から人々が一斉に帰

宅を開始した場合、大きな混乱の発生が懸念
○本年３月11日に発生した平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震に伴い、首都圏にて大量に発生した帰

宅困難者による混乱等は、首都直下地震に備えて帰宅困難者対策を官民あげて一層具体化していく必要
性を顕在化

○帰宅困難者等対策は、一斉徒歩帰宅の抑制、円滑な徒歩帰宅のための支援など多岐にわたるところ、膨大
な数の帰宅困難者等への対応は、首都直下地震による多数の死傷者・避難者が想定される中にあって行
政による「公助」だけではなく、自助や共助も含めた総合的な対応が不可欠これらの対策をさらに推進する
ためには、国、地方公共団体、企業等がそれぞれ実施するだけでなく、連携・協働した取組が重要

○国、地方公共団体、民間企業等が、それぞれの取組に係る情報を共有するとともに、横断的な課題につい
て検討するため、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会を設置

２．協議会の構成員
○構成機関 ①行政機関（16機関）

国（４）：関係省庁（内閣府、総務省、消防庁、国土交通省）の局長クラス
地方公共団体（12）：東京都、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県の副知事、５政令市の副市長、新宿区長、

立川市長

②民間企業・団体（17機関）
電気通信事業者協会、報道（NHK、民放連）、経団連、日商、不動産協会、日本赤十字社、鉄道・バス事業
者（JR東日本、民鉄協、都交通局、バス協会）、タクシー協会、日本フランチャイズチェーン協会、ガソリンス
タンド（全石連）、関東トラック協会、東京災害ボランティアネットワーク、連合東京

【座長】内閣府政策統括官（防災担当）・東京都副知事が共同座長
○第１回会合：平成23年9月20日（火） 第２回会合：平成23年11月22日（火）
第３回会合：平成24年3月9日（金） 中間報告
平成24年夏～秋に最終報告を予定

首都直下地震帰宅困難者等対策協議会



首都直下地震帰宅困難者等対策協議会中間報告 概要（案）

○本協議会における検討と並行して協議会構成員等において進めてきた帰宅困難者等対策の取組状況を整理（２９機関）

第８章 協議会構成員による帰宅困難者等対策の取組状況

○切迫性の高い首都直下地震に備え、最終報告に向けて、官民連携による帰宅困難者等対策の確立のための具体的な検討を加速

第９章 最終報告に向けて

○帰宅困難者等の代替搬送手段確保の考え方の整理
・原則、徒歩帰宅可能な帰宅困難者等は徒歩で帰宅
・自力での徒歩帰宅が困難な災害時要援護者等を中心とした搬送の実施可能性の検討
・広域的な避難に係る輸送体制は、本検討の考えも踏まえつつ別途検討が必要

○帰宅困難者の搬送に係るシミュレーションの実施
・災害時要援護者等の搬送を最優先に検討 ・一般搬送者の搬送には相当な時間
・徒歩帰宅支援体制の充実や都心部等に長期間滞留する帰宅困難者への対応が必要

○今後、搬送の運用体制や情報提供に係る対策を検討

第７章 帰宅困難者の搬送

○駅前滞留者対策の協議会や地域の行動ルールの策定の考え方の整理
・PDCAサイクルに基づく地域の防災力向上 ・組織は組織で対応する（自助）
・地域が連携して対応する（共助） ・公的機関は地域をサポートする（公助）

○駅前滞留者対策訓練のあり方の検討
・地域特性の反映 ・訓練内容の一部のブラインド化 ・関係機関の連携

○今後、駅前協議会の体制強化等のための方策を検討
・現地本部の円滑な立ち上げ ・指示系統や役割分担の明確化
・構成員間の情報伝達手段 ・複数の市区町村にまたがる駅周辺でのルール作り

第５章 駅周辺等における混乱防止

○災害時帰宅支援ステーションの考え方の整理
・支援内容（飲料水、トイレ、情報の提供）
・想定施設（学校等の公共施設、コンビニエンスストア等の民間施設）
・住民等への周知 ・ステッカーの掲出

○災害時帰宅支援ステーション確保のための役割分担の整理
例）行政機関による協定締結、企業等による系列店への啓発・運営支援

○今後、災害時帰宅支援ステーションの認知度向上等のための対策を検討
○帰宅支援対象道路や徒歩帰宅訓練の充実のための方策を検討

第６章 徒歩帰宅者への支援

○平成２３年３月１１日の東北地方太平洋沖地震により首都圏では約５１５万人の帰宅困難者が発生し、対策を一層強化する必要性が顕在化
○首都圏の住民、市区町村、企業、主要ターミナル駅を対象に３月１１日の帰宅困難者等対策の実態について調査し、課題と現在の取組状況を分析

課題例）「むやみに移動を開始しない」という原則の周知不足、一時滞在施設の必要性、帰宅困難者等の情報ニーズ、家族等の安否確認手段の周知不足、
企業への一斉帰宅抑制の意義の周知・啓発、主要駅と関係機関との連携関係の構築

○検討の前提として平日昼１２時発生の東京湾北部地震（Ｍ７．３）を想定

第１章 はじめに

○帰宅困難者等への情報提供体制の考え方の整理
・必要となる情報内容 ・情報ごとに適した提供手段
・情報を保有する機関と情報提供手段を保有する機関の連携
・Ｔｗｉｔｔｅｒ（ツイッター）・Ｆａｃｅｂｏｏｋ等ＳＮＳの活用

○家族等の安否情報を速やかに確認できる体制の整備に係る課題の整理
例）複数の安否確認手段の周知、安否確認手段の体験・活用の取組、

通信事業者による技術開発等の取組の促進

○今後、「帰宅困難者等への情報提供ガイドライン（仮称）」を作成

第４章 帰宅困難者等への情報提供

○「一斉帰宅抑制の基本方針」の決定（第２回協議会）
・個人、事業者、行政機関が取り組むべき基本的事項 ・企業等の３日分の備蓄努力

○基本方針の下、各主体が取り組むべき基本的事項とその考え方の整理
・企業等における施設内待機 ・大規模な集客施設や駅等における利用者保護
例）備蓄量・備蓄品目の例示、企業等の方針策定、行政機関の情報提供体制確保

○今後、「事業所における帰宅困難者等対策ガイドライン（仮称）」等を作成
○基本方針の実効性確保に向けた広域的取組等を検討

例）都の「帰宅困難者対策条例」制定等、基本方針の周知徹底策の検討

第２章 一斉帰宅の抑制

○一時滞在施設の考え方
・一時滞在施設とは、駅周辺の滞留者や路上等の屋外で被災した外出者のうち、帰宅が可能になる
まで待機する場所がない者を一時的に受け入れる施設

・想定施設（庁舎等の公的施設、集会場やビルのエントランスホール等の民間施設）
・発災時における帰宅困難者等と近隣住民の混在への留意

○一時滞在施設の運営及び確保のための役割分担の整理
・施設管理者の受入れ方針や運用体制の取決め ・都県及び市区町村施設の指定
・国施設での受入れ ・行政機関から民間施設への協力要請及び協定締結

○今後、「一時滞在施設の確保と運営のガイドライン（仮称）」を作成

第３章 一時滞在施設の確保

具体的な取組内容

首都直下地震帰宅困難者等対策協議会中間報告 概要 平成２４年３月９日
首都直下地震帰宅困難者等対策協議会



１．一斉帰宅の抑制
○ 「むやみに移動を開始しない」という基本原則を徹底し、一斉帰宅を抑制するために、事業所にどのように対策を促していくか。
○ 大規模な集客施設や駅等において、事業者が利用者保護を円滑に行うため、関係機関間の連携をどのように進めるか。

【参考１、参考２】

２．一時滞在施設の確保
○ 駅周辺の滞留者や路上等の屋外で被災した外出者等は、帰宅が可能となるまでの間に待機する場所がない場合が多いことから、このような帰宅困

難者を一時的に受け入れるための一時滞在施設を確保することが必要であるが、これを官民あげて確保していくためにはどのような取組が必要か。
【参考３、参考４】

３．帰宅困難者等への情報提供
○ 帰宅困難者等が、「むやみに移動を開始しない」という基本原則に則って、冷静に行動し、一斉帰宅が抑制されるためには、帰宅困難者等が必要

な情報を入手できることが重要であり、様々な情報提供手段を活用して、どのように情報を伝えていくか。
【参考５】

○ 発災後の帰宅困難者等へ冷静な行動を促す上で、家族等の安否情報が確認できることが重要であり、通話が輻輳する中にあっても家族等の安否
が確認できる通信手段の充実と、その周知・広報をどのように進めて行くか。

【参考６】

４．駅周辺等における混乱防止
○ 首都直下地震が発生した場合には、鉄道等公共交通機関が運行停止となることにより、特にターミナル駅やその周辺は、多くの人が滞留し、混乱

等が発生することが想定される。そのため、駅前滞留者対策の協議会が各地に設置され、関係機関が連携した対策が進められているが、その体制
強化をどのように進め、また実践的な訓練をどのように進めて行くか。

【参考７】

５．徒歩帰宅者への支援体制
○ 職場や一時滞在施設等に留まった帰宅困難者等は、救助・救急活動が落ち着くと考えられる発災後おおむね4日以降、帰宅を開始することが想

定されるが、鉄道の代替輸送手段となりうるバス、タクシー、船舶等の搬送手段は、鉄道に比べて輸送力に限りがあることから、徒歩で帰宅可能な帰
宅困難者については原則として徒歩で帰宅するよう促さなければならない。そのため、秩序だった徒歩帰宅を促すためにも、災害時帰宅支援ステー
ションの充実をはじめ、沿道における徒歩帰宅支援体制をどのように充実させていくか。

【参考８】

６．帰宅困難者の搬送
○ 帰宅困難者のバスによる搬送は、障害者、高齢者、乳児連れ等に限ったとしても、１．７日程度を要することが明らかとなっており、さらに自宅まで１

０kmを超える人をバスで搬送しようとすると、６．０日かかることが明らかとなっている。したがって、帰宅困難者全員をバスによって搬送することはおお
よそ現実的ではなく、障害者等の真に搬送を必要とする人をどのように搬送するか。

【参考９】

首都直下地震帰宅困難者等対策協議会の検討における主な課題



【参考１】一斉帰宅抑制の基本方針

（出典：首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 中間報告）

平成２３年１１月２２日
首都直下地震帰宅困難者等対策協議会

一斉帰宅抑制の基本方針
＜基本的考え方＞
首都直下地震への備えを万全とするためには、「自助」、「共助」、「公助」による総合的な対応が不可欠である。首都直下地震発生直後においては、救助・救急活

動、消火活動、緊急輸送活動等の応急活動を迅速・円滑に行う必要がある。このため、帰宅困難者等の発生による混乱を防止するための「むやみに移動を開始しない」
という基本原則を徹底する。
この基本原則を実効あるものとするため、以下の具体的な取組事項に沿って、各企業等（官公庁や団体も含む。以下同じ。）に一斉帰宅抑制を促していく。この際、

安否確認や災害関連情報を適宜提供する仕組みを官民一体となって整備することが必要である。
特に、行政においては、企業等における一斉帰宅抑制が実効あるものとなるように必要な対策を実施する。
児童・生徒の安全確保のため、学校など関係機関※１に、必要な取組を求めていく。

＜具体的な取組＞
（従業員等の待機・備蓄）

企業等は、首都直下地震の発生により、首都圏のほとんどの交通機関が運行停止となり、当分の間復旧の見通しが立たない場合には、事業所建物や事業所周辺の被
災状況を確認の上、従業員等の安全を確保するため、従業員等※２を一定期間事業所内に留めておくよう努めるものとする。
企業等は、従業員等が事業所内に待機できるよう、３日分※３の必要な水、食料、毛布などの物資の備蓄に努めるものとする。

（大規模な集客施設等での利用者保護）
首都直下地震発生時には、大規模な集客施設※４やターミナル駅等※５において、多くの帰宅困難者等の発生が予想されることに鑑み、市区町村や関係機関等と連携

し、事業者等は、利用者を保護するため、適切な待機や誘導に努めるものとする。
（従業員等を待機させるための環境整備）

企業等は、従業員等を一定期間事業所内に留めておくことが可能となるよう、事業所建物の耐震化、家具類の転倒・落下・移動防止、ガラスの飛散防止など、従業
員等が事業所内に安全に待機できる環境整備に努めるものとする。

（事業継続計画等への位置づけ）
企業等は、ＢＣＰ（事業継続計画）等において、首都直下地震発生時における従業員等の待機及び帰宅の方針をあらかじめ定めておき、従業員に周知しておくもの

とする。
（安否確認）

企業等は、首都直下地震発生時には電話が輻輳することを踏まえ、事業所と従業員間の安否確認方法をあらかじめ定めるとともに、従業員とその家族間においても、
携帯電話災害用伝言板や災害用伝言ダイヤル１７１、ソーシャル・ネットワーキング・サービス等の複数の安否確認手段をあらかじめ確認し、当該手段を利用するよ
う周知しておくものとする。

（訓練）
企業等は、首都直下地震を想定した訓練を定期的に行い、必要に応じて対策の見直しを行うものとする。

以上

※１ 学校など関係機関
「学校教育法に規定する学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校）、専修学校、各種学校、保育園」とする。

※２ 従業員等
事業所内で業務に従事するもの（雇用形態は問わない）は含むが、来所者は含まない。

※３ ３日分
首都直下地震等の発災後７２時間は、被災者の救助・救急活動、消火活動等の災害応急活動が優先されることから、その間は、帰宅困難者等による混乱や事故を防止するため、従業員等を事業所内に留めることが望ましく、そのため

に必要な備蓄は３日分である。
※４ 大規模な集客施設

災害発生時に、利用者を施設外に出した場合、大量に帰宅困難者等が発生し、混乱や事故等を招くおそれのある施設を想定している。具体的には、大規模な、店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場等である。
※５ ターミナル駅等

鉄道等の営業上の起終点となる駅や乗換駅等で、地震発生時に帰宅困難者等による混乱・混雑が予想される駅を想定している。



【参考２】一斉帰宅抑制と大規模な集客施設・駅等での利用者保護のフロー図

（出典：首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 中間報告）



○帰宅困難者等の一時滞在施設を開設した区

市町村は約94％の149であった。一時滞在施

設は、「地域住民の避難所として指定されて

いた公共施設や学校を利用して開設」（約

73％：116区市町村）、「避難所ではない公共

施設を利用して開設」（約48％:76区市町村）

されたケースが多い。149区市町村が把握し

ている3月11日に帰宅困難者等の一時滞在

施設として開設された施設の総数は、1,245
箇所であった。

○開設された施設で行われた支援内容は、「休

憩場所の提供」が約96％の1,193施設で最も

多く、次いで「トイレの提供」、「寝袋・毛布の

提供」、「飲料水の提供」、[食料の提供」の順

であった。

一時滞在施設の開設（n=158）[複数回答]

当該施設で行った支援内容
（n=1245:区市町村が把握している一時滞在施設数）[複数回答]

首都直下地震を想定すると、
地域の避難所以外に、帰宅困
難者の一時滞在施設を確保
することが課題
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【参考３】東北地方太平洋沖地震に際しての一時滞在施設の提供状況

（出典：首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 第２回 資料４より作成）

調査の概要
１．調査名

平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震に際しての首都圏の地方公共団体における帰宅困難者対応の実態調査
２．対象

東京都（島しょ部除く）、神奈川県、埼玉県、千葉県及び茨城県南部の区市町村
３．有効回答数

216/230 区市町村（11月15日時点）
東京都：53区市町村 神奈川県：30市町村 千葉県：54市町村 埼玉県：57市町村 茨城県：22市町村

４．調査期間等
平成23年10月14日（金）～11月15日（火）調査会社のWEB上において質問票への回答を入力する形式で実施



【参考４】横浜市、さいたま市の一時滞在施設の指定状況

（出典：横浜市ＨＰ 平成23年9月29日記者発表資料）

（出典：首都直下地震帰宅困難者等対策協議会中間報告 参考資料）

横浜市帰宅困難者一時滞在施設（民間施設・公共施設） さいたま市帰宅困難者一時滞在施設指定一覧



【参考５】3月11日東北地方太平洋沖地震に際しての首都圏における情報ニーズ

（出典：首都直下地震帰宅困難者等対策協議会中間報告 参考資料）



【参考６】安否確認手段の高度化に関する取組

（出典：首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 第２回 電気通信事業者協会提供資料）



【参考７】新宿駅周辺地域における防災対策の取組み

（出典：首都直下地震帰宅困難者等対策協議会中間報告 参考資料）



【参考８】帰宅困難者支援協定

（出典：首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 第１回 日本フランチャイズチェーン協会提供資料より作成）

帰宅困難者支援協定とは
《目的》

大規模災害及び突発的地震により、交通が途絶した場合に通勤・通学者、観光客や買い物客などが徒歩で帰宅、移動しなけ
ればならなくなった者の支援を行なう。

《店舗での支援事項》
※店舗営業が支障がないと判断された場合に限り、可能な範囲で支援します。
①トイレの提供。
②水道水の提供。
③情報の提供（ラジオ、地図等による道路等の情報）

《自治体が重視する協定先》
店舗がたくさんあり、長時間営業しているコンビニエンスストア、 ガソリンスタンド、ファーストフード店やファミリーレストラン等

《役割》
店 舗：支援ステーションステッカーの掲出（防災周知）
①住民、通勤・通学者、観光客などに取り組みを広く周知する。
②支援実施に要した費用負担

自治体：支援ステーションステッカーの制作、配布
①協定締結時に全店分
②年1回（2月）に翌年度の必要数（新店、劣化）

(社）日本ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞﾁｪｰﾝ協会加盟の協定締結ﾁｪｰﾝ数
ＣＶＳ関係 １１社 外食関係 ６社
現在全国４１自治体と締結。
《参考》
九都県市＝東京、千葉（千葉市）、埼玉（さいたま市）、神奈川（横浜市、川崎市、相模原市）



【参考９】帰宅困難者搬送シミュレーション結果

（出典：首都直下地震帰宅困難者等対策協議会中間報告 参考資料）



首都直下地震の帰宅困難者 参考

（出典：首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 第１回 資料５より作成）

帰宅困難者数の推計

【被害想定における帰宅困難者】
・各地区の滞留者のうち、帰宅までの距離が遠く、徒歩に
よる帰宅が困難な人とする。

・帰宅までの距離が10km以内の人は全員「帰宅可能」と
する。

・帰宅距離10km～20kmでは、被災者個人の運動能力の
差から、帰宅困難割合は１km長くなるごとに10％増加

・帰宅距離20km以上の人は全員「帰宅困難」とする。

平日昼１２時発災

帰宅困難者の概念

帰宅困難者：帰宅断念者※１＋遠距離徒歩帰宅者※２

※１ 帰宅断念者：自宅が遠距離にあること等により帰宅できない人

※２ 遠距離徒歩帰宅者：遠距離を徒歩で帰宅する人

近距離徒歩帰宅者：近距離を徒歩で帰宅する人



東日本大震災における帰宅困難者 参考

（出典：首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 第２回 資料４より作成）

平成２３年３月１１日の帰宅困難者数の推計 会社・学校を離れた時間（３月１１日２３時３０分までを記載）

調査の概要
１．調査名

平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震に際しての帰宅実態に関するアンケート調査
２．対象

東京都（島しょ部除く）、神奈川県、千葉県、埼玉県及び茨城県南部に居住し、3月11日の地震発生時に自
宅外にいた10代～60代の男女
３．調査期間等

平成23年１0月18日（火）～27日（木）
４．有効回答数

5,372人（10月27日時点）

3/11の際は、多くの人が業務等の
終了後すぐに会社等を離れている


